除外目的等変更願　別紙


利用目的


当該農用地の変更を必要とする具体的な理由
	要件
	確認事項
	内容
	具体的な理由・対応方針等

	１
	1 必要性について
	申出地で計画しなければならない理由を記入（探す条件等も含む）
	

	
	②規模の妥当性について
	必要面積算定の根拠を記入
	

	
	③代替性について
	代替すべき既存除外地が無い理由を別紙記入

	
	④他法令による許可見込みについて
	農地転用許可、開発許可等の見込みについての確認状況に○と、その根拠等を記入
	農地転用許可（玉村町農業委員会）
【　　有　・　無　・　該当なし（許可不要）】
相談日　　　　　　担当者名　　　　　　　

	
	
	
	開発許可（前橋土木事務所）
【　　適　・　否　・　該当なし（許可不要）】
該当立地基準
（開発要件：　　　　　　　　　　　　　　）

	
	
	
	本件に係るその他の許可関係

	２
	玉村町地域計画区域外であるか
	· 地域計画区域外である。

	３
	農地の集団性、農業の効率化への支障の有無について
	集団農地の分断や周辺農用地での営農への支障（雨水や土砂の流出等）等の有無を記入
	

	４
	農用地の利用集積に支障を及ぼさないか
	· 利用権設定がされていない、もしくは
耕作者の同意を得ている。

	５
	土地改良施設等への支障の有無について
	農業用水路等への排水接続が必要場合は、その理由や改修の必要性等の有無を記入
	

	６
	土地改良事業完了後8年を経過しているか
	· 8年を経過している。


その他の事項

　（１）建築物がある場合は開発許可の見込み（前橋土木事務所）など必要な関係法令と排水先の確認をしておくこと

　（２）申出面積は必要最小限にすること

　（３）農振除外の６要件をすべて満たしているものであること（詳しくは経済産業課まで）

【農振除外６要件（要約）】
・この農地を利用することが必要かつ適当であって、規模も妥当であり、ほかに代替できる適当な土地がない
・目指すべき将来の農地利用の姿を明確化した計画がある場合、当該計画区域内の土地については適切に確保すること。
・農地の集団性を崩したり、農業の効率的・総合的な利用に支障を及ぼすおそれがない

・農地の貸借等による利用集積に支障を及ぼすおそれがない
・農業用水路等、土地改良施設の持つ機能に支障を及ぼさない
・土地改良事業や水路整備等の農業生産基盤の整備完了後８年以上経過している

（４）提出先

　　　玉村町役場　経済産業課（２階）　　電話　０２７０－６４－７７０９

【　代替性について　】
申出にあたり、他に代替すべき既存除外地や、より農業への影響が少ない代替農地が無いか十分に検討・確認する必要があります。
土地所有者と利用者の土地、及び検討した土地について、以下の表にすべて記載してください。
	大字・字・地番
	地目
	地積(㎡)
	青白区分
(農地のみ)
	所有者
	検討の経緯と
その結果

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


